
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出手段と、
　前記検出手段により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を保持
する第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、
稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成するサ
ービスメニュー作成手段と、
　

　

を ることを特徴とする中継装置。
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及び稼動していないコン
テンツサーバ装置がどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、

前記計時手段により、前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯
端末に、前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューをプッシュ配
信するプッシュ配信手段と、 有す



【請求項２】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置であって、
　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記
憶手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービス
を検出した際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニュー
を作成するサービスメニュー作成手段と、
　

　

を ることを特徴とする中継装置。
【請求項３】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出手段と、
　前記検出手段により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を保持
する第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、
稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段
と、
　前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを前記携帯端末に配
信するタイミングを計時する計時手段と、
　前記計時手段により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信手段と、
　を有することを特徴とする中継装置。
【請求項４】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、前記携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を
行う中継装置であって、
　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記
憶手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービス
を検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作
成するサービスメニュー作成手段と、
　前記携帯端末に、前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを
配信するタイミングを計時する計時手段と、
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及び取得又は
提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、

前記計時手段により、前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯
端末に、前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューをプッシュ配
信するプッシュ配信手段と、 有す

及び稼動していないコン
テンツサーバの状態

及び取得又は提供
可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか



　前記計時手段により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信手段と、
　を有することを特徴とする中継装置。
【請求項５】
　

　

　

　

　

　

　

【請求項６】
　

　

　

　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、
　前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携
帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対
応付けて記録した第２の記憶手段と、
　前記計時手段から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を
通知するサービスを特定する特定情報を取得し、該取得した特定情報により前記第１の記

10

20

30

40

50

(3) JP 3642004 B2 2005.4.27

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置であって、

前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出手段と、

前記検出手段により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を保持
する第１の記憶手段と、

前記第１の記憶手段を検索し、稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、
稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス及び稼動していないコン
テンツサーバがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成するサービ
スメニュー作成手段と、

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、

前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携
帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対
応付けて記録した第２の記憶手段と、

前記計時手段から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を
通知するサービスを特定する特定情報を取得し、該取得した特定情報により前記第１の記
憶手段を参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニュー
を作成し、作成したサービスメニューを前記計時手段により通知を受けた前記携帯端末に
プッシュ配信するプッシュ配信手段と、を有することを特徴とする中継装置。

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置であって、

前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出手段と、

前記検出手段により検出された各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記
憶手段と、

前記第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービス
を検出した際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス及び取得又は
提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニュー
を作成するサービスメニュー作成手段と、



憶手段を参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニュー
を作成し、作成したサービスメニューを前記計時手段により通知を受けた前記携帯端末に
プッシュ配信するプッシュ配信手段と、
【請求項７】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムであって、
　前記コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現さ
れるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該
サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知手段を有し、
　前記中継装置は、前記通知手段により通知される情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記憶
手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提
供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、
　

　

を ることを特徴とする移動体無線通信システム。
【請求項８】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムであって、
　前記コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現さ
れるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該
サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知手段を有し、
　前記中継装置は、前記通知手段により通知される情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記憶
手段と、
　前記第１の記憶手段を検索し、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、提供可
能な状態にあるサービス を
認識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、
　前記携帯端末に、前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを
配信するタイミングを計時する計時手段と、
　前記計時手段により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信手段と、
　を有することを特徴とする移動体無線通信システム。
【請求項９】
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を有することを特徴とする中継装置。

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にある
か

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、

前記計時手段により、前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯
端末に、前記サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューをプッシュ配
信するプッシュ配信手段と、 有す

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の

利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を



　

　
　

　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時手段と、
　前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携
帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対
応付けて記録した第２の記憶手段と、
　前記計時手段から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を
通知するサービスを特定する特定情報を取得し、該取得した特定情報により前記第１の記
憶手段を参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニュー
を作成し、作成したサービスメニューを前記計時手段により通知を受けた前記携帯端末に
プッシュ配信するプッシュ配信手段と、

【請求項１０】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知方法であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出工程と、
　前記検出工程により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工程
と、
　前記検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成工程と、
　

　

　を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。
【請求項１１】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知方法であって、
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有する移動体無線通信システムであって、
前記コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現さ

れるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該
サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知手段を有し、

前記中継装置は、前記通知手段により通知される情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した各サービスの実施状況に関する情報を保持する第１の記憶

手段と、
前記第１の記憶手段を検索し、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提

供可能な状態にあるサービス及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にある
かを認識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、

を有することを特徴とする移動体無線通信システ
ム。

及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時工程と、

前記計時工程により前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端
末に、前記第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニューをプッシ
ュ配信するプッシュ配信工程と、



　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出工程と、
　前記検出工程により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に
記憶する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
　前記検索工程により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した
際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する
第１のサービスメニュー作成工程と、
　

　

　を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。
【請求項１２】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知方法であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出工程と、
　前記検出工程により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索し、前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工
程と、
　前記検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成工程と、
　前記第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニューを前記携帯端
末に配信するタイミングを計時する計時工程と、
　前記計時工程により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信工程と、
　を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。
【請求項１３】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、前記携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を
行う中継装置における障害通知方法であって、
　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを検出する検出工程と、
　前記検出工程により検出された各サービスの状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶
する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
　前記検索工程により、取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出し
た際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第
１のサービスメニュー作成工程と、
　前記携帯端末に、前記第１のサービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニ
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及び取得又は提供可能な
状態にないサービスがどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時工程と、

前記計時工程により前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端
末に、前記第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニューをプッシ
ュ配信するプッシュ配信工程と、

及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるか

及び取得又は提供可能な状
態にないサービスがどのような状態にあるか



ューを配信するタイミングを計時する計時工程と、
　前記計時工程により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信工程と、
　を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。
【請求項１４】
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
【請求項１５】
　

　

　

　
　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時工程と、
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サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知方法であって、

前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出工程と、

前記検出工程により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶工程と、

前記第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工程
と、

前記検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成工程と、

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時工程と、

前記計時工程から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得工程と、

前記取得工程により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成工程と、

前記第２のサービスメニュー作成工程により作成したサービスメニューを前記計時工程
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信工程と、

を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知方法であって、

前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出工程と、

前記検出工程により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に
記憶する記憶工程と、

前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
前記検索工程により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した

際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス及び取得又は提供可能な
状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する
第１のサービスメニュー作成工程と、



　前記計時工程から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得工程と、
　前記取得工程により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成工程と、
　前記第２のサービスメニュー作成工程により作成したサービスメニューを前記計時工程
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信工程と、
　
【請求項１６】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知方法であって、
　前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知工程を有し、
　前記中継装置において、前記通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、
　前記受信工程により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記
憶する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
　前記検索工程により提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提供可能な状
態にあるサービス を認識可
能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、
　

　

　を有することを特徴とする移動体無線通信システムの障害通知方法。
【請求項１７】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知方法であって、
　前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知工程を有し、
　前記中継装置において、前記通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、
　前記受信工程により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記
憶する記憶工程と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
　前記検索工程により、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態
にあるサービス を認識可能
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を有することを特徴とする中継装置の障害通知方法。

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した第１の管理テーブルを有し
、該第１の管理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミ
ングを計時する計時工程と、

前記計時工程により、前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯
端末に、前記第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニューをプッ
シュ配信するプッシュ配信工程と、

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか



なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、
　前記携帯端末に、前記第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニ
ューを配信するタイミングを計時する計時工程と、
　前記計時工程により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信工程と、
　を有することを特徴とする移動体無線通信システムの障害通知方法。
【請求項１８】
　
　
　

　

　
　

　
　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時工程と、
　前記計時工程から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得工程と、
　前記取得工程により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成工程と、
　前記第２のサービスメニュー作成工程により作成したサービスメニューを前記計時工程
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信工程と、
　
【請求項１９】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出処理と、
　前記検出処理により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索処理
と、
　前記検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービスメ
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無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の

利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知方法であって、

前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知工程を有し、

前記中継装置において、前記通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、
前記受信工程により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記

憶する記憶工程と、
前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、
前記検索工程により提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提供可能な状

態にあるサービス及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可
能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、

を有することを特徴とする移動体無線通信システムの障害通知方法。

及び稼動状態にないコンテンツサー
バがどのような状態にあるか



ニュー作成処理と、
　

　

　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ
ムを記録した記録媒体。
【請求項２０】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出処理と、
　前記検出処理により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に
記憶する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
　前記検索処理により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した
際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する
第１のサービスメニュー作成処理と、
　

　

　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ
ムを記録した記録媒体。
【請求項２１】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出処理と、
　前記検出処理により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索し、前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索処
理と、
　前記検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成処理と、
　前記第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニューを前記携帯端
末に配信するタイミングを計時する計時処理と、
　前記計時処理により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信処理と、
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前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時処理と、

前記計時処理により前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端
末に、前記第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニューをプッシ
ュ配信するプッシュ配信処理と、

及び取得又は提供可能な
状態にないサービスがどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時処理と、

前記計時処理により前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端
末に、前記第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニューをプッシ
ュ配信するプッシュ配信処理と、

及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるか



　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ
ムを記録した記録媒体。
【請求項２２】
　サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、前記携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を
行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを検出する検出処理と、
　前記判断処理により判断された各サービスの状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶
する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
　前記検索処理により、取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出し
た際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第
１のサービスメニュー作成処理と、
　前記携帯端末に、前記第１のサービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニ
ューを配信するタイミングを計時する計時処理と、
　前記計時処理により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信処理と、
　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ
ムを記録した記録媒体。
【請求項２３】
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及び取得又は提供可能な状
態にないサービスがどのような状態にあるか

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、

前記ネットワーク上に存在する前記コンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出す
る検出処理と、

前記検出処理により検出した前記コンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、

前記第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索処理
と、

前記検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成処理と、

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時処理と、

前記計時処理から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得処理と、

前記取得処理により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成処理と、

前記第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメニューを前記計時処理
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、

を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ



【請求項２４】
　

　

　

　
　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時処理と、
　前記計時処理から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得処理と、
　前記取得処理により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成処理と、
　前記第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメニューを前記計時処理
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、
　

【請求項２５】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知プログラムを記録した記録媒体であって
、
　前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知処理を実行す
るためのプログラムを記録し、
　前記中継装置において、前記通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、
　前記受信処理により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記
憶する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
　前記検索処理により提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提供可能な状
態にあるサービス を認識可
能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成処理と、
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ムを記録した記録媒体。

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコル
と、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う
中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、

前記コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出処理と、

前記検出処理により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に
記憶する記憶処理と、

前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
前記検索処理により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した

際に、前記取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス及び取得又は提供可能な
状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する
第１のサービスメニュー作成処理と、

を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする中継装置の障害通知プログラ
ムを記録した記録媒体。

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した第１の管理テーブルを有し



　

　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする移動体無線通信システムの障
害通知プログラムを記録した記録媒体。
【請求項２６】
　無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
　ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
　前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の
利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知プログラムを記録した記録媒体であって
、
　前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知処理を実行す
るためのプログラムを記録し、
　前記中継装置において、前記通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、
　前記受信処理により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記
憶する記憶処理と、
　前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
　前記検索処理により、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態
にあるサービス を認識可能
なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成処理と、
　前記携帯端末に、前記第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニ
ューを配信するタイミングを計時する計時処理と、
　前記計時処理により所定の時間を計時した前記携帯端末に、前記サービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信処理と、
　を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする移動体無線通信システムの障
害通知プログラムを記録した記録媒体。
【請求項２７】
　
　
　

　

　
　

　
　

　前記サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末に
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、該第１の管理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミ
ングを計時する計時処理と、

前記計時処理により、前記サービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯
端末に、前記第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニューをプッ
シュ配信するプッシュ配信処理と、

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、
ネットワーク上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、
前記コンテンツサーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の

利用する無線通信回線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を
有する移動体無線通信システムにおける障害通知プログラムを記録した記録媒体であって
、

前記コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより
実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共
に、該サービスが提供できない状態にある旨を前記中継装置に通知する通知処理を実行す
るためのプログラムを記録し、

前記中継装置において、前記通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、
前記受信処理により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記

憶する記憶処理と、
前記第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、
前記検索処理により提供可能な状態にないサービスを検出した際に、前記提供可能な状

態にあるサービス及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可
能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成処理と、



前記サービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管
理テーブルに登録された携帯端末に前記サービスメニューを配信するタイミングを計時す
る計時処理と、
　前記計時処理から前記サービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、前記管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、そ
の携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報と
を対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして
実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得処理と、
　前記取得処理により取得した特定情報により前記第１の記憶手段を参照して、その特定
情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメ
ニュー作成処理と、
　前記第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメニューを前記計時処理
により通知を受けた前記携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、中継装置、その障害通知方法、及びその障害通知プログラムを記録した記録
媒体に関し、特に、ネットワークへの不要なアクセス要求を防止した中継装置、移動体無
線通信システム、その障害通知方法、及びその障害通知プログラムを記録した記録媒体を
提供することを目的とする。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、携帯端末によりネットワーク（特に、インターネット）上に存在するコンテンツ
サーバ装置にアクセスして、ネットワークから情報を取り出す機能が提案されている。
【０００３】
　図２７に、この携帯端末Ｍによりネットワーク上に存在するコンテンツサーバ装置Ｓに
アクセスするためのシステム構成を示す。
【０００４】
　図２７に示されるように、携帯端末Ｍからネットワーク上に存在するコンテンツサーバ
装置Ｓにアクセスするためには、ゲートウェイサーバ装置Ｇと呼ばれる専用のサーバ装置
をネットワークへのアクセスポイントに配置する。
【０００５】
　このゲートウェイサーバ装置Ｇと携帯端末Ｍとの間は、無線通信回線で接続されており
、その無線通信回線による通信には、例えば、無線及び携帯端末の特性に最適化されたＷ
ＡＰ（ Wireless Application Protocol ）と呼ばれる通信プロトコルにより通信が行われ
る。また、ネットワーク上のコンテンツサーバ装置Ｓとゲートウェイサーバ装置Ｇとの間
では、このネットワークの標準プロトコル［例えば、インターネットであれば、インター
ネット標準プロトコル｛ＨＴＴＰ（ Hyper-Text Transfer Protocol）、ＴＣＰ（ Transmis
sion Control Protocol 等）｝］に基づいた通信が行われている。
【０００６】
　ゲートウェイサーバ装置Ｇは、無線通信回線での通信プロトコルと、コンテンツサーバ
装置Ｓが存在するネットワークでの標準プロトコルとの間のプロトコル変換や、データ変
換機能、例えば、ネットワーク上のコンテンツサーバ装置に保持された情報がＨＴＭＬ（
Hypertext Markup language ）形式で書かれた文書であった場合に、このＨＴＭＬ形式の
文書をＷＡＰで用いられるＷＭＬ（ Wireless Application Language ）形式の文書に変換
する機能や、ネットワーク上のコンテンツサーバ装置Ｓに保持された文書が、例えば、テ
キスト形式のＷＭＬ文書であった場合に、バイナリ形式に変換してデータを圧縮する機能
を備えている。
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を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする移動体無線通信システムの障
害通知プログラムを記録した記録媒体。



【０００７】
　次に、図２８を参照しながら上記構成の移動体通信システムにおける、携帯端末Ｍから
ネットワーク上のコンテンツサーバ装置Ｓへのアクセス方法について説明する。
【０００８】
　まず、携帯端末Ｍの電源が入力されると、最寄りの基地局を介して携帯端末Ｍの位置情
報が位置情報データベースＰに登録される。次に、この携帯端末Ｍにより、予め登録され
たアクセスポイントの電話番号に発呼がなされることにより、このアクセスポイントを抱
えるゲートウェイサーバ装置Ｇとの呼が結ばれる。
【０００９】
　また、コンテンツサーバ装置Ｓへのアクセス要求は、適当な無線通信プロトコル、例え
ば、ＨＴＴＰやＷＡＰでゲートウェイサーバ装置Ｇに通知され、例えば、ＵＲＬ（ Unifor
m Resource Locator）でコンテンツサーバ装置Ｓを選択して指定することができる。
【００１０】
　しかしながら、上記構成の移動体通信システムにおいては、コンテンツサーバ装置Ｓに
ダウン等の故障が発生し、携帯端末Ｍの利用者に対するサービスが提供できない状況であ
っても、ユーザはその故障を事前に知ることができなかった。
【００１１】
　従って、携帯端末Ｍの利用者は、障害の発生しているコンテンツサーバ装置Ｓに対して
アクセス要求を実施した場合、当該コンテンツサーバ装置Ｓからの応答が返ってこないこ
とによる携帯端末Ｍでのアクセスタイムアウトという現象でしかコンテンツサーバ装置Ｓ
のサービスが稼働していないことを知るすべがなかった。また、アクセスタイムアウトと
いっても、ユーザ側からして見るとコンテンツサーバ装置へのアクセス要求件数が多過ぎ
てコンテンツサーバ装置にアクセスできない場合との見分けがつかないので、コンテンツ
サーバ装置に何回もアクセスしてやっとサーバがダウンしているのではないかと判断して
いるのが現状であり、多大な時間をロスすることになる。
【００１２】
　このような課題を解決するために、従来例１としての特開平８－２４９２４９号公報の
メッセージ中継装置及びメッセージ中継方法が提案されている。
【００１３】
　本従来例は、要求メッセージを送出する少なくとも１つのクライアントと、該要求メッ
セージの内容を受信し、該要求メッセージに対する応答メッセージを送出する少なくとも
１つのサーバとの間にあってメッセージの中継を行うメッセージ中継装置であって、サー
バの状態を管理するための管理手段と、管理手段の内容に基づいてメッセージの中継を制
御する制御手段とを有することを特徴としている。
【００１４】
　また、この管理手段は、要求メッセージに対する応答メッセージを一意に識別し、かつ
要求元のクライアトと送信先のサーバを識別するためのダイアログ識別情報を記憶し、該
ダイアログ識別情報の登録要求、削除要求が発行された時は、該ダイアログ識別情報の登
録、削除を行うダイアログ識別情報記憶手段と、サーバ毎の状態を監視し、サーバ異常検
出時には、内部で管理しているサーバ状態を異常に設定し、異常状態となったサーバに関
するダイアログ識別情報に関する要求メッセージについて異常応答を返却するように指示
するサーバ状態監視手段とを有することを特徴としている。
【００１５】
　また、本発明と技術分野が類似する従来例２として、特開平９－２１４５４５号公報の
ネットワーク通信制御方式が提案されている。
【００１６】
　本従来例は、複数の局が接続される複数のネットワークが接続装置を介して相互に接続
されてなる複合ネットワークシステムにおいて、接続装置が、接続される複数のネットワ
ーク間でのデータの送受信を制御する接続制御手段と、複数のネットワークに接続される
各局の状態を監視して状態情報を収集するネットワーク監視手段と、ネットワーク監視手

10

20

30

40

50

(15) JP 3642004 B2 2005.4.27



段が収集した状態情報を保持する状態情報格納手段と、状態情報格納手段に格納されてい
る状態情報を読み出して各局から送信されるデータの送信先が正常であるか否かを判定す
る判定手段と、送信判定手段によりデータの送信先局が異常であると判定された場合に、
データの送信元局へ異常応答を返送する障害通知手段と、送信判定手段によりデータの送
信先局が異常であると判定され場合に、データの送信先局のアドレスと送信元局のアドレ
スとを格納する送信失敗局アドレス格納手段と、ネットワーク監視手段からの指示に基づ
いて状態情報格納手段と送信失敗局アドレス格納手段とに格納されている情報からデータ
の送信先局が復旧したか否かを判定する復旧判定手段と、復旧判定手段によりデータの送
信先局が復旧したと判定された場合にデータの送信元局へ復旧応答を返送する復旧通知手
段と、を含むことを特徴としている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した従来例は何れも、端末側からみるとアクセス要求を出したサー
バ装置の状態しか認識することができず、ネットワーク上の他のサーバ装置の状態を認識
することはできないでいた。
【００１８】
　また、上述した従来例は何れも、端末から所定のコンテンツサーバ装置へのアクセス要
求があって初めてゲートウェイサーバ装置は、その指定されたコンテンツサーバ装置が故
障しているか否かを示す情報を端末に送信している。
【００１９】
　従って、端末側はアクセス要求を出す前に、事前にネットワーク上に存在するコンテン
ツサーバ装置の状態を認識することはできないでいた。従って、携帯端末の利用者にとっ
ては無駄な通信が生じ、無駄な通話料を払わなければならなかった。また、システム側か
らすると無駄な回線を接続することにより、回線利用率を低下させることとなる。
【００２０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、携帯端末にコンテンツサーバ装置の稼
働状態を事前に通知することにより無駄な通信の発生を防止した中継装置、その障害通知
方法、及びその障害通史プログラムを記録した記録媒体を提供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために請求項１記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサ
ーバ装置の存在するネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回
線での無線通信プロトコルとのプロトコル変換を行う中継装置であって、ネットワーク上
に存在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検出手段と、検出手段に
より検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を保持する第１の記憶手段と
、第１の記憶手段を検索し、稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働
状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成するサービ
スメニュー作成手段と、

を ることを特徴とする。
【００２２】
　請求項２記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワ
ークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルと
のプロトコル変換を行う中継装置であって、コンテンツサーバ装置の保持するデータによ
り実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す
実施状況を検出する検出手段と、検出手段により検出された各サービスの実施状況に関す
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及び稼動していないコンテン
ツサーバ装置がどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と
、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブル
を備え、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミング
を計時する計時手段と、計時手段により、サービスメニューの配信タイミングであると判
断された携帯端末に、サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューをプ
ッシュ配信するプッシュ配信手段と、 有す



る情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または
提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態に
あるサービス を認
識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、

を
ることを特徴とする。
【００２３】
　請求項３記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワ
ークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルと
のプロトコル変換を行う中継装置であって、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ
装置の稼働状態を定期的に検出する検出手段と、検出手段により検出したコンテンツサー
バ装置の稼働状態に関する情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、
稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態にあるコンテンツサーバ
装置により提供されるサービス を認識可能な
サービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、サービスメニュー作成手段に
より作成されたサービスメニューを携帯端末に配信するタイミングを計時する計時手段と
、計時手段により所定の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシュ配信す
るプッシュ配信手段と、を有することを特徴とする。
【００２４】
　請求項４記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワ
ークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルと
のプロトコル変換を行う中継装置であって、コンテンツサーバ装置の保持するデータによ
り実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す
実施状況を検出する検出手段と、検出手段により検出された各サービスの実施状況に関す
る情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または
提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態に
あるサービス を認
識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、携帯端末に、サービ
スメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを配信するタイミングを計時する
計時手段と、計時手段により所定の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッ
シュ配信するプッシュ配信手段と、を有することを特徴とする。
【００２５】
　請求項５記載の発明は、
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及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか
サービスメニューを

プッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信す
る周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管理テーブルに登録された携帯端
末にサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時手段と、計時手段により、サ
ービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端末に、サービスメニュー作成
手段により作成されたサービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信手段と、 有す

及び稼動していないコンテンツサーバの状態

及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワ
ークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルと
のプロトコル変換を行う中継装置であって、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ
装置の稼働状態を定期的に検出する検出手段と、検出手段により検出したコンテンツサー
バ装置の稼働状態に関する情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、
稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態にあるコンテンツサーバ
装置により提供されるサービス及び稼動していないコンテンツサーバがどのような状態に
あるかを認識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、サービス
メニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニュ
ーを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを備え、該管理テーブルに登録さ
れた携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時手段と、管理テー
ブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービ
スメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録し
た第２の記憶手段と、計時手段からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の



ことを特徴とする。
【００２６】
　請求項６記載の発明は、

サービスメニューを
プッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信す
る周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端
末にサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時手段と、管理テーブルに登録
された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニュー
として実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録した第２の記
憶手段と、計時手段からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受け
ると、第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知
するサービスを特定する特定情報を取得し、該取得した特定情報により第１の記憶手段を
参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成し
、作成したサービスメニューを計時手段により通知を受けた携帯端末にプッシュ配信する
プッシュ配信手段と、を有することを特徴とする。
【００２７】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク上
に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在するネ
ットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロト
コルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムであって、
コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサ
ービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サービ
スが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知手段を有し、中継装置は、通知
手段により通知される情報を受信する受信手段と、受信手段により受信した各サービスの
実施状況に関する情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、提供可能
な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成するサ
ービスメニュー作成手段と、

を ることを特徴とする。
【００２８】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク上
に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在するネ
ットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロト
コルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムであって、
　コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現される
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通知を受けると、第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施
状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得し、該取得した特定情報により第１の
記憶手段を参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニュ
ーを作成し、作成したサービスメニューを計時手段により通知を受けた携帯端末にプッシ
ュ配信するプッシュ配信手段と、を有する

サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネットワ
ークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコルと
のプロトコル変換を行う中継装置であって、コンテンツサーバ装置の保持するデータによ
り実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す
実施状況を検出する検出手段と、検出手段により検出された各サービスの実施状況に関す
る情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、取得可能な状態、または
提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態に
あるサービス及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるかを認
識可能なサービスメニューを作成するサービスメニュー作成手段と、

７

及び提供可能な状
態にないサービスがどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情
報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テー
ブルを備え、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミ
ングを計時する計時手段と、計時手段により、サービスメニューの配信タイミングである
と判断された携帯端末に、サービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニュー
をプッシュ配信するプッシュ配信手段と、 有す

８



サービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サー
ビスが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知手段を有し、中継装置は、通
知手段により通知される情報を受信する受信手段と、受信手段により受信した各サービス
の実施状況に関する情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、提供可
能な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する
サービスメニュー作成手段と、携帯端末に、サービスメニュー作成手段により作成された
サービスメニューを配信するタイミングを計時する計時手段と、計時手段により所定の時
間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信手段と、を
有することを特徴とする。
【００２９】
　請求項 記載の発明は、

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情
報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テー
ブルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミ
ングを計時する計時手段と、管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識
別する情報と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特
定する特定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段と、計時手段からサービスメニュ
ーの配信タイミングにある携帯端末の通知を受けると、第２の記憶手段を参照して、該携
帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得
し、該取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示すサービス
の実施状況を取得してサービスメニューを作成し、作成したサービスメニューを計時手段
により通知を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信手段と、 ことを特
徴とする。
【００３０】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、ネットワーク上に存
在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検出工程と、検出工程により
検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶
工程と、第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工
程と、検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成工程と、

を有することを特徴とする。
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及び提供可能な
状態にないサービスがどのような状態にあるか

９ 無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク上
に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在するネ
ットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロト
コルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムであって、
コンテンツサーバ装置は、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサ
ービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サービ
スが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知手段を有し、中継装置は、通知
手段により通知される情報を受信する受信手段と、受信手段により受信した各サービスの
実施状況に関する情報を保持する第１の記憶手段と、第１の記憶手段を検索し、提供可能
な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス及び提供可能な状
態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成するサ
ービスメニュー作成手段と、

を有する

１０

及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と
、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブル
を有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミング
を計時する計時工程と、計時工程によりサービスメニューの配信タイミングであると判断
された携帯端末に、第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニュー
をプッシュ配信するプッシュ配信工程と、



【００３１】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、コンテンツサーバ装
置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能
な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出工程と、検出工程により検出された各サ
ービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶工程と、第１の記憶手段
を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、検索工程により取得可能な状態
、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能
な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、

を有することを特徴とする。
【００３２】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、ネットワーク上に存
在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検出工程と、検出工程により
検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶
工程と、第１の記憶手段を検索し、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工程
と、検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態にあ
るコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービス
メニュー作成工程と、第１のサービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニュ
ーを携帯端末に配信するタイミングを計時する計時工程と、計時工程により所定の時間を
計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信工程と、を有す
ることを特徴とする。
【００３３】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、コンテンツサーバ装
置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能
な状態にあるのかを検出する検出工程と、検出工程により検出された各サービスの状況に
関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶工程と、第１の記憶手段を検索し、各サービ
スの実施状況を検索する検索工程と、検索工程により、取得可能な状態、または提供可能
な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサー
ビス を認識可能な
サービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、携帯端末に、第１のサ
ービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを配信するタイミングを計時
する計時工程と、計時工程により所定の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューを
プッシュ配信するプッシュ配信工程と、を有することを特徴とする。
【００３４】
　請求項 記載の発明は、
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１１

及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあ
るか サー
ビスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメ
ニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登
録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時工程と、計時
工程によりサービスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端末に、第１のサ
ービスメニュー作成工程により作成されたサービスメニューをプッシュ配信するプッシュ
配信工程と、

１２

及び稼動していないコンテンツサーバ
装置がどのような状態にあるか

１３

及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

１４ サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、ネットワーク上に存
在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検出工程と、検出工程により



ことを特徴とする
。
【００３５】
　請求項 記載の発明は、

サー
ビスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメ
ニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登
録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時工程と、計時
工程からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受けると、管理テー
ブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービ
スメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録し
た第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知する
サービスを特定する特定情報を取得する取得工程と、取得工程により取得した特定情報に
より第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサー
ビスメニューを作成する第２のサービスメニュー作成工程と、第２のサービスメニュー作
成工程により作成したサービスメニューを計時工程により通知を受けた携帯端末にプッシ
ュ配信するプッシュ配信工程と、 ことを特徴とする。
【００３６】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知方法であって、
　コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現
されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、
該サービスが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知工程を有し、中継装置
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検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶
工程と、第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検索する検索工
程と、検索工程により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際に、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス及び稼動していないコンテンツサー
バ装置がどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービ
スメニュー作成工程と、サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と
、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブル
を備え、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミング
を計時する計時工程と、計時工程からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端末
の通知を受けると、管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情
報と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特
定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニュ
ーとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得工程と、取得工
程により取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示すサービ
スの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメニュー作成工程と
、第２のサービスメニュー作成工程により作成したサービスメニューを計時工程により通
知を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信工程と、を有する

１５ サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知方法であって、コンテンツサーバ装
置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能
な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出工程と、検出工程により検出された各サ
ービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶工程と、第１の記憶手段
を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、検索工程により取得可能な状態
、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ提供可能
な状態にあるサービス及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあ
るかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、

を有する

１６



において、通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、受信工程により受信し
た各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶工程と、第１の記
憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、検索工程により提供可能
な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第
１のサービスメニュー作成工程と、

を有することを特徴
とする。
【００３７】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知方法であって、コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持
するデータにより実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定
する特定情報と共に、該サービスが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知
工程を有し、中継装置において、通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、
受信工程により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する
記憶工程と、第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、検
索工程により、提供可能な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサ
ービス を認識可能なサービ
スメニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、携帯端末に、第１のサービス
メニュー作成工程により作成されたサービスメニューを配信するタイミングを計時する計
時工程と、計時工程により所定の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシ
ュ配信するプッシュ配信工程と、を有することを特徴とする。
【００３８】
　請求項 記載の発明は、

サービスメニューをプッシュ配
信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを
対応付けて記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービ
スメニューを配信するタイミングを計時する計時工程と、計時工程からサービスメニュー
の配信タイミングにある携帯端末の通知を受けると、管理テーブルに登録された携帯端末
毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況
を通知するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を参照し
て、該携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情
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及び提供可能な状
態にないサービスがどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別
する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した第
１の管理テーブルを有し、該第１の管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニュ
ーを配信するタイミングを計時する計時工程と、計時工程により、サービスメニューの配
信タイミングであると判断された携帯端末に、第１のサービスメニュー作成工程により作
成されたサービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信工程と、

１７

及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるか

１８ 無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知方法であって、コンテンツサーバ装置において、該コンテンツサーバ装置の保持
するデータにより実現されるサービスが提供できる状態にない場合に、該サービスを特定
する特定情報と共に、該サービスが提供できない状態にある旨を中継装置に通知する通知
工程を有し、中継装置において、通知工程により通知される情報を受信する受信工程と、
受信工程により受信した各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する
記憶工程と、第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索工程と、検
索工程により提供可能な状態にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサー
ビス及び提供可能な状態にないサービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービス
メニューを作成する第１のサービスメニュー作成工程と、



報を取得する取得工程と、取得工程により取得した特定情報により第１の記憶手段を参照
して、その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第
２のサービスメニュー作成工程と、第２のサービスメニュー作成工程により作成したサー
ビスメニューを計時工程により通知を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信工
程と、 ことを特徴とする。
【００３９】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検
出処理と、検出処理により検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の
稼働状態を検索する検索処理と、検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を
検出した際に、稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニューを
作成する第１のサービスメニュー作成処理と、

を実行するためのプログ
ラムを記録したことを特徴とする。
【００４０】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出処理と、検出
処理により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記
憶処理と、第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索
処理により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得
可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービス
メニュー作成処理と、

を実行するためのプログラムを記録したことを特
徴とする。
【００４１】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検
出処理と、検出処理により検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を検索し、コンテンツサーバ装置の稼
働状態を検索する検索処理と、検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検
出した際に、稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス

を認識可能なサービスメニュー

10

20

30

40

50

(23) JP 3642004 B2 2005.4.27

を有する

１９

及び稼動
状態にないコンテンツサーバがどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯
端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて
記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニュー
を配信するタイミングを計時する計時処理と、計時処理によりサービスメニューの配信タ
イミングであると判断された携帯端末に、第１のサービスメニュー作成処理により作成さ
れたサービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信処理と、

２０

及び取得又は提供可能な状態にないサー
ビスがどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、
その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを
有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを
計時する計時処理と、計時処理によりサービスメニューの配信タイミングであると判断さ
れた携帯端末に、第１のサービスメニュー作成処理により作成されたサービスメニューを
プッシュ配信するプッシュ配信処理と、

２１

及び稼動し
ていないコンテンツサーバ装置がどのような状態にあるか



を作成する第１のサービスメニュー作成処理と、第１のサービスメニュー作成処理により
作成されたサービスメニューを携帯端末に配信するタイミングを計時する計時処理と、計
時処理により所定の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシュ配信するプ
ッシュ配信処理と、を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする。
【００４２】
　請求項 記載の発明は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを検出する検出処理と、判断処理により判断
された各サービスの状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記
憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索処理により、取得可
能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態、かつ
提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービスメニュー作成処理
と、携帯端末に、第１のサービスメニュー作成手段により作成されたサービスメニューを
配信するタイミングを計時する計時処理と、計時処理により所定の時間を計時した携帯端
末に、サービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信処理と、を実行するためのプロ
グラムを記録したことを特徴とする。
【００４３】
　請求項 記載の発明は、

ことを特徴とする。
【００４４】
　請求項 記載の発明は、
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２２

及び取得又は提供可能な状態にないサービスがどのような
状態にあるか

２３ サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ装置の稼働状態を定期的に検出する検
出処理と、検出処理により検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情報を第１
の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の
稼働状態を検索する検索処理と、検索処理により稼働状態にないコンテンツサーバ装置を
検出した際に、稼働状態にあるコンテンツサーバ装置により提供されるサービス及び稼動
していないコンテンツサーバ装置がどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニュ
ーを作成する第１のサービスメニュー作成処理と、サービスメニューをプッシュ配信する
携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付
けて記録した管理テーブルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニ
ューを配信するタイミングを計時する計時処理と、計時処理からサービスメニューの配信
タイミングにある携帯端末の通知を受けると、管理テーブルに登録された携帯端末毎に、
その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知
するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該
携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取
得する取得処理と、取得処理により取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、
その特定情報の示すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサ
ービスメニュー作成処理と、第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメ
ニューを計時処理により通知を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、
を実行するためのプログラムを記録した

２４ サービスを提供するコンテンツサーバ装置の存在するネット
ワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う中継装置における障害通知プログラムを記録した記録媒体であ
って、コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な
状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出する検出処理と、検出
処理により検出された各サービスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記
憶処理と、第１の記憶手段を検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索



サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、
その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを
有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを
計時する計時処理と、計時処理からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端末の
通知を受けると、管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報
と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定
情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニュー
として実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得処理と、取得処理
により取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示すサービス
の実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメニュー作成処理と、
第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメニューを計時処理により通知
を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、

ことを特徴とする。
【００４５】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、コンテンツサーバ装置において、該コ
ンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが提供できる状態にない
場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サービスが提供できない状態にある旨
を中継装置に通知する通知処理を実行するためのプログラムを記録し、中継装置において
、通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、受信処理により受信した各サー
ビスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を
検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索処理により提供可能な状態に
ないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス

を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサー
ビスメニュー作成処理と、

を実行するためのプログラム
を記録したことを特徴とする。
【００４６】
　請求項 記載の発明は、無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、コンテンツサーバ装置において、該コ
ンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが提供できる状態にない
場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サービスが提供できない状態にある旨
を中継装置に通知する通知処理を実行するためのプログラムを記録し、中継装置において
、通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、受信処理により受信した各サー
ビスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を
検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索処理により、提供可能な状態
にないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス
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処理により取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得
可能な状態、かつ提供可能な状態にあるサービス及び取得又は提供可能な状態にないサー
ビスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサービス
メニュー作成処理と、

を実行するためのプログラム
を記録した

２５

及び提供可能な状態にない
サービスがどのような状態にあるか

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報
と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した第１の管理
テーブルを有し、該第１の管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信
するタイミングを計時する計時処理と、計時処理により、サービスメニューの配信タイミ
ングであると判断された携帯端末に、第１のサービスメニュー作成処理により作成された
サービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信処理と、

２６

及び提供可能な状態にな



を認識可能なサービスメニューを作成する第１のサ
ービスメニュー作成処理と、携帯端末に、第１のサービスメニュー作成処理により作成さ
れたサービスメニューを配信するタイミングを計時する計時処理と、計時処理により所定
の時間を計時した携帯端末に、サービスメニューをプッシュ配信するプッシュ配信処理と
、を実行するためのプログラムを記録したことを特徴とする。
【００４７】
　請求項 記載の発明は、

サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報
と、その携帯端末にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブ
ルを有し、該管理テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミン
グを計時する計時処理と、計時処理からサービスメニューの配信タイミングにある携帯端
末の通知を受けると、管理テーブルに登録された携帯端末毎に、その携帯端末を識別する
情報と、その携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する
特定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を参照して、該携帯端末にサービスメニ
ューとして実施状況を通知するサービスを特定する特定情報を取得する取得処理と、取得
処理により取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示すサー
ビスの実施状況を取得してサービスメニューを作成する第２のサービスメニュー作成処理
と、第２のサービスメニュー作成処理により作成したサービスメニューを計時処理により
通知を受けた携帯端末にプッシュ配信するプッシュ配信処理と、

ことを特徴とする。
【００４８】
【発明の実施の形態】
　次に添付図面を参照しながら本発明の中継装置、移動体無線通信システム、その障害通
知方法、及びその障害通知プログララムを記録した記録媒体に係る実施の形態を詳細に説
明する。図１～図２６を参照すると本発明の中継装置、移動体無線通信システム、その障
害通知方法、及びその障害通知プログラムを記録した記録媒体に係る実施の形態が示され
ている。
【００４９】
　図１に示されるように本発明に係る実施形態は、移動体無線通信を実現する移動体無線
通信網２と、この移動体無線通信網２を利用して所望の通信機器との通信（音声通信、デ
ータ通信等）を実現する携帯端末１と、インターネット網４と、このインターネット網４
上に存在し、その中でコンテンツサービスを提供するコンテンツサーバ装置５と、移動体
無線通信網２とインターネット網４とのデータ中継機能を担うゲートウェイサーバ装置３
と、により構成される。
【００５０】
　携帯端末１は、移動体無線通信網２を利用して最寄りのアクセスポイントを抱えるゲー
トウェイサーバ装置３にアクセスし、このゲートウェイサーバ装置３を介してインターネ
ット網４上に存在する所望のコンテンツサーバ装置５にアクセスする機能を有している。
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いサービスがどのような状態にあるか

２７ 無線通信回線を介して通信を行う携帯端末と、ネットワーク
上に存在し、情報を記憶したコンテンツサーバ装置と、コンテンツサーバ装置の存在する
ネットワークでの通信プロトコルと、携帯端末の利用する無線通信回線での無線通信プロ
トコルとのプロトコル変換を行う中継装置と、を有する移動体無線通信システムにおける
障害通知プログラムを記録した記録媒体であって、コンテンツサーバ装置において、該コ
ンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが提供できる状態にない
場合に、該サービスを特定する特定情報と共に、該サービスが提供できない状態にある旨
を中継装置に通知する通知処理を実行するためのプログラムを記録し、中継装置において
、通知処理により通知される情報を受信する受信処理と、受信処理により受信した各サー
ビスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶する記憶処理と、第１の記憶手段を
検索し、各サービスの実施状況を検索する検索処理と、検索処理により提供可能な状態に
ないサービスを検出した際に、提供可能な状態にあるサービス及び提供可能な状態にない
サービスがどのような状態にあるかを認識可能なサービスメニューを作成する第１のサー
ビスメニュー作成処理と、

を実行するためのプログ
ラムを記録した



【００５１】
　コンテンツサーバ装置５はインターネット網４内に位置し、携帯端末１向けのコンテン
ツサービスを提供する。
【００５２】
　ゲートウェイサーバ装置３は、携帯端末１の利用する移動体無線通信網２での無線通信
プロトコルと、コンテンツサーバ装置５の存在するインターネット網４で通信プロトコル
とのプロトコル変換を行う機能を有している。
【００５３】
　また、ゲートウェイサーバ装置３は、図２に示されるようにユーザアクセス管理部６Ａ
と、コンテンツサーバ障害監視部７Ａと、サーバ稼働データベース８Ａと、サービスメニ
ュー更新部９Ａとを有している。
【００５４】
　ユーザアクセス管理部６Ａは、通信プロトコルの異なる移動体無線通信網２とインター
ネット網４とのゲートウェイ機能（移動体無線通信網２での通信プロトコルと、コンテン
ツサーバ装置の存在するネットワークでのプロトコルとのプロトコル変換機能）を司る。
【００５５】
　コンテンツサーバ障害監視部７Ａは、サービスを提供する全てのコンテンツサーバ装置
５の稼働状況をサーバ単位で監視する。
【００５６】
　より詳細には、コンテンツサーバ障害監視部７Ａは、登録された全てのコンテンツサー
バ装置５に対して定期的に稼働確認メッセージを送信する。そして、そのコンテンツサー
バ装置５からの稼働確認応答メッセージの有無によりコンテンツサーバ装置５がサービス
提供可能な状態にあるのか、或いは何らかの障害によりサービスの提供が不可能な状態と
なっているのかを検出し、検出したコンテンツサーバ装置５の稼働状態をサーバ稼働デー
タベース８Ａに登録する。
【００５７】
　サービスメニュー更新部９Ａは、コンテンツサーバ障害監視部７Ａと連携して動作し、
定期的にサーバ稼働データベース８Ａの内容を監視して、稼働していないコンテンツサー
バ装置５が存在する場合には、当該コンテンツサーバ装置５により提供されているサービ
スに対して、コンテンツサーバ装置５に障害が発生しており、サービスの提供ができない
状況である旨を明示した新たなサービスメニューを作成する。
【００５８】
　上記構成からなる本実施形態は、サービスを提供するコンテンツサーバ装置５に障害が
発生し、サービスを提供できない状況が発生した場合に、携帯端末１からのアクセス要求
を受け取る前に携帯端末１に対して障害情報を通知することを特徴としている。
【００５９】
　上記目的を達成するために本実施形態は、ゲートウェイサーバ装置３Ａのコンテンツサ
ーバ障害監視部７Ａにより、サービスを提供する、予め登録されたコンテンツサーバ装置
５の稼働状況を管理する。そして、各コンテンツサーバ装置５の稼働状況をサーバ稼働デ
ータベース８Ａに登録しておく。
【００６０】
　コンテンツサーバ障害監視部７Ａは、登録している全てのコンテンツサーバ装置５に対
して定期的に稼働確認応答メッセージを送信し、コンテンツサーバ装置５からの稼働確認
応答メッセージの返信を待つ。そして、所定の時間を経過しても稼働確認応答メッセージ
が返送されなかったコンテンツサーバ装置５を非稼働コンテンツサーバ装置としてサーバ
稼働データベース８Ａに登録する。
【００６１】
　図３には、サーバ稼働データベース８Ａの保持する「サービス－コンテンツサーバ対応
管理テーブル」の一例が示され、図４には、同じくサーバ稼働データベース８の保持する
「コンテンツサーバ状態管理テーブル」の一例が示されている。
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【００６２】
　「サービス－コンテンツサーバ対応管理テーブル」は、コンテンツサーバ装置５によっ
て提供されるサービスを管理するテーブルであり、この管理テーブルは、図３に示される
ように、コンテンツサーバ装置５によって提供されるサービスを識別するサービス特定識
別子と、このサービスを提供するコンテンツサーバ装置のＩＤ番号とが対応付けられて記
憶されている。図３に示した「サービス－コンテンツサーバ対応管理テーブル」では、サ
ービスを識別するサービス特定識別子としてＵＲＬ（ Uniform Resource Locators ）が用
いられている。また、コンテンツサーバ装置５によって提供されるサービスが複数ある場
合には、別々のサービス特定識別子（ＵＲＬ）に同一のコンテンツサーバＩＤが登録され
ている場合がある。
【００６３】
　また、図４に示された「コンテンツサーバ状態管理テーブル」は、コンテンツサーバ装
置の稼働状態を管理するテーブルであり、この管理テーブルは、図４に示されるようにコ
ンテンツサーバ装置の識別番号であるコンテンツサーバＩＤ番号と、そのコンテンツサー
バ装置のアドレス情報（図４には、一例としてＩＰアドレスを用いた場合が示されている
）と、そのコンテンツサーバ装置の稼働状況とが対応付けられて管理されている。コンテ
ンツサーバ障害監視部７により非稼働と判定されたコンテンツサーバ装置５は、この管理
テーブルの当該コンテンツサーバ装置を管理する欄の「稼働状況」が非稼働に設定される
（図４には、一例として、非稼働状態である場合には０、稼働状態である場合には１とし
て記録する場合の例が示されている）。
【００６４】
　また、コンテンツサーバ障害監視部７Ａと連携して動作するサービスメニュー更新部９
Ａは、サーバ稼働データベース８Ａの上記「コンテンツサーバ状態管理テーブル」を定期
的に監視する。そして、新たに非稼働として登録されたコンテンツサーバ装置５を検出し
た場合には、そのコンテンツサーバ装置５により提供されるサービスが提供できない旨を
明示した新たなサービスメニューを作成する。
【００６５】
　携帯端末１からのサービスアクセス要求を受信した場合には、コンテンツサーバ装置の
障害情報が付与されたサービスメニューを通知する。
【００６６】
　図５には、ユーザの操作によりアクセス要求を出した携帯端末１に対して送信されるサ
ービスメニューの構成の一例が示されている。サービスメニューは、図５のＡに示された
、登録されたコンテンツサーバ装置により提供されるサービスのジャンルを表示した「メ
インメニュー」と、その「メインメニュー」のうちの一つのジャンルを選択することで次
に表示される、図５のＢに示されたそのジャンルに属するサービスをまとめた「ジャンル
別メニュー」とからなる。
【００６７】
　障害等により非稼働状態にあるコンテンツサーバ装置５が存在する場合には、図５のＢ
に示されるように、「ジャンル別メニュー」においてサービスが停止中の旨が表示される
。
【００６８】
　このように本実施形態は、携帯端末１よりサービスアクセス要求があると、ネットワー
クへの接続前に、事前にサービスを提供可能なコンテンツサーバ装置のみのサービスを明
示したサービスメニューを携帯端末１に対して提示することが可能となり、非稼働のコン
テンツサーバ装置５に対する不必要なアクセスを制限させることができる。
【００６９】
　また、稼働中のコンテンツサーバ装置５により提供されるサービスのすべてをまとめた
サービスメニューを携帯端末１に提供するため、携帯端末１による非稼働のコンテンツサ
ーバ装置５へのアクセスを防止することができる。従って、上述した特開平８－２４９２
４９号公報、特開平９－２１４５４５号公報に開示された技術において生じていた、携帯
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端末よりアクセス要求を出したコンテンツサーバ装置の稼働状況は認識することができる
が、その他のコンテンツサーバ装置５の稼働状況を認識することができないといった不具
合を防止することができる。
【００７０】
　また、非稼働コンテンツサーバ装置５へのアクセスを制限することができるので、ゲー
トウェイサーバ装置３Ａとコンテンツサーバ装置５との間での不必要な情報の交換を削減
させることができる。
【００７１】
　次に、図６及び７に示されたフローチャートを参照しながら上述した実施形態による一
連の動作を説明する。
【００７２】
　まず、図６を参照しながら、ゲートウェイサーバ装置３Ａによるコンテンツサーバ装置
５の稼働、非稼働状態を管理する処理フローを説明する。
【００７３】
　ゲートウェイサーバ装置３Ａのコンテンツサーバ障害監視部７Ａは、所定時間毎に、予
め登録されたコンテンツサーバ装置５に対して稼働確認メッセージを送信する（ステップ
Ｓ１）。なお、この場合、ゲートウェイサーバ装置５は、コンテンツサーバ装置毎の稼働
、非稼働状態を管理しているので、稼働確認メッセージは、コンテンツサーバ装置のアド
レス（例えば、ＩＰアドレス）毎に送信する。そして、そのコンテンツサーバ装置５から
の稼働確認応答メッセージの返信を待つ（ステップＳ２）。
【００７４】
　所定の時間を経過しても、稼働確認メッセージを送信したコンテンツサーバ装置５から
稼働確認応答メッセージを受信することが出来なかった場合には（ステップＳ３／ＮＯ）
、そのコンテンツサーバ装置を、「コンテンツサーバ状態管理テーブル」に非稼働コンテ
ンツサーバ装置として登録する（ステップＳ４）。また、所定時間内に稼働確認応答メッ
セージを受信した場合には（ステップＳ３／ＹＥＳ）、そのコンテンツサーバ装置は稼働
状態にあると判断する。
【００７５】
　上述の如き処理を、ゲートウェイサーバ装置３Ａに予め登録された全てのコンテンツサ
ーバ装置５に対して所定の時間毎に行う（ステップＳ５）。
【００７６】
　すべてのコンテンツサーバ装置５の稼働、非稼働状態の検出、及びサーバ稼働データベ
ース８Ａへの状態登録が完了すると（ステップＳ５／ＹＥＳ）、コンテンツサーバ障害監
視部７Ａと連携して動作するサービスメニュー更新部９Ａが、コンテンツサーバ装置５の
稼働状態を管理する「コンテンツサーバ状態管理テーブル」をモニタする（ステップＳ６
）。そして、非稼働として新たに登録されたコンテンツサーバ装置５を検出した場合には
（ステップＳ６／ＹＥＳ）、そのコンテンツサーバ装置５により提供される全てのサービ
スに「サービス停止中」の表示をさせた新たなサービスメニューを作成する（ステップＳ
７）。また、非稼働に設定された新たなコンテンツサーバ装置５を検出することが出来な
かった場合には（ステップＳ６／ＮＯ）、サービスメニューの更新は行わない。
【００７７】
　次に、図７に示されたフローチャートを参照しながら、携帯端末１からアクセス要求が
出された場合のゲートウェイサーバ装置３Ａの処理フローを説明する。
【００７８】
　ゲートウェイサーバ装置３Ａは、携帯端末１からのアクセス要求を受け取ると（ステッ
プＳ１１／ＹＥＳ）、サービスメニュー更新部９にて作成したサービスメニューを、その
アクセス要求のあった携帯端末１に送信する（ステップＳ１２）。
【００７９】
　携帯端末１の表示画面には、例えば、図５のＡに示された「メインメニュー」を表示し
た画面がまず表示される。
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【００８０】
　携帯端末１の利用者は、この表示画面に表示された「メインメニュー画面」を参照し、
所望のジャンルを操作部を操作して選択することにより、図５のＢに示された「ジャンル
別メニュー」を表示した画面が次に表示される。携帯端末１の利用者は、このジャンル別
画面を参照して、所望のサービスを操作部を操作して選択することにより、ゲートウェイ
サーバ装置３Ａには、選択されたサービスの情報が送信される。
【００８１】
　ゲートウェイサーバ装置３Ａは、携帯端末１によりサービスが選択されると、選択され
たサービスを提供するコンテンツサーバ装置５との接続を行い、携帯端末１とコンテンツ
サーバ装置５との通信が確立される。
【００８２】
　上記の如き処理により、携帯端末１のネットワークへの接続前に、携帯端末１に対して
サービスを提供するコンテンツサーバ装置５の稼働状態、非稼働状態を記録したサービス
メニューを送信することが可能となり、携帯端末１による非稼働のコンテンツサーバ装置
５へのアクセスを防止することが可能となる。
【００８３】
　次に、添付図面を参照しながら本発明に係る第２の実施形態について説明する。
【００８４】
　上述した第１の実施形態は、コンテンツサーバ装置の稼働状態を検出して、サービスが
提供できるか否かを管理していた。従って、コンテンツサーバ装置が故障等によりダウン
している、コンテンツサーバ装置に接続する回線が断線している、多数のアクセスが集中
して回線が混雑しアクセスができないといった場合にだけコンテンツサーバ装置は非稼働
状態にあると認識していた。
【００８５】
　従って、ゲートウェイサーバ装置側でコンテンツサーバ装置は稼働状態にあると判断し
ても、コンテンツサーバ装置が複数のサービスを提供していた場合、サービスによっては
データの書き換え等によりサービスを停止している場合がある。このようなサービスにア
クセスしても、サービスを提供することはできない。
【００８６】
　このような不具合を防止するために本実施形態は、図８に示されたサービス実施状況監
視部１１Ｂにおいて、コンテンツサーバ装置５によって提供されるサービス単位で管理す
ることを特徴としている。
【００８７】
　より詳細には、ゲートウェイサーバ装置３Ｂのサービス実施状況監視部１１Ｂが、コン
テンツサーバ装置５の提供するサービス単位で、そのサービスが提供できる状態にあるの
か、また、取得可能な状態にあるのかを管理する。
【００８８】
　サービス実施状況監視部１１Ｂは、サービス特定識別子（本実施形態では、ＵＲＬ）を
単位として、この識別子毎に実施確認メッセージを送信してサービスにアクセスする。
【００８９】
　コンテンツサーバ装置に保持されるデータは、ＨＴＭＬ（ HyperText Markup Language 
），ＳＧＭＬ（ Standard Generalized Markup Language），ＸＭＬ（ Extensible Markup 
Language），ＷＭＬ（ Wireless Markup Language）等の構造化文書である。構造化文書は
、図９に示されるように、文書部品の単位である要素が、階層的に構成されている。また
、要素は、各要素を識別するためのタグを用いて表される。
【００９０】
　コンテンツサーバ装置の提供するサービスがデータの修正等により停止している場合に
、サービスの提供者により所定のぺージ（例えば、インデックスページ）に「サービス停
止中」のデータを配置しておく。このデータをサービス実施状況監視部１１Ｂにより検出
した際には、そのサービスが停止していると判断する。また、コンテンツサーバ装置５の
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提供するサービスにアクセスできる階層が所定の階層に満たない場合には、そのサービス
が停止中であると判断するものであってもよい。
【００９１】
　また、サービスが取得可能な状態の管理とは、そのサービスを提供しているコンテンツ
サーバ装置に接続するための回線がダウンしているかどうか、そのサービスへの多数のア
クセス要求が発生し、回線が混雑しているかどうかといった状態を管理するものである。
【００９２】
　この管理は、サービス実施状況監視部１１Ｂが、サービス特定識別子（本実施形態では
、ＵＲＬ）を単位として、この識別子毎に実施確認メッセージを送信し、所定の時間を計
時してもコンテンツサーバ装置からの応答を得ることのできなかった場合に、サービスが
取得可能な状態にはないとの判断をする。
【００９３】
　サービス実施状況監視部１１Ｂは、上記の如き判断方法を用いてサービス停止中、サー
ビス取得不可能であると判断したサービスを「停止中サービス」としてサーバ稼働データ
ベース８Ｂに登録する。
【００９４】
　また、本実施形態は、上述した第１の実施形態とはサーバ稼働データベース８Ｂにて管
理する管理テーブルの構成が異なる。本実施形態のサーバ稼働データベース８Ｂには、図
１０に示されるようにコンテンツサーバ装置の提供するサービス単位でその状態を管理す
る「サービス状態管理テーブル」が保持されており、この管理テーブルは、図１０に示さ
れるように、サービスを特定するサービス特定識別子（本実施形態では、ＵＲＬ）と、そ
のサービスを提供するコンテンツサーバ装置５のアドレス情報（本実施形態においては、
ＩＰアドレス）と、そのサービス特定識別子によって識別されるサービス毎の実施状況と
を対応付けて管理している。
【００９５】
　このような構成の管理テーブルとすることにより、コンテンツサーバ装置５により提供
される複数のサービス単位で、そのサービスが提供できる状態にあるのか、サービス停止
中の状態にあるのかを管理することが可能となる。
【００９６】
　次に、図１１に示されたフローチャートを参照しながら本実施形態によるサービスメニ
ューの更新処理動作を説明する。
【００９７】
　ゲートウェイサーバ装置３Ｂのサービス実施状況監視部１１Ｂは、ＵＲＬを指定してコ
ンテンツサーバ装置５に対して実施確認メッセージを送信する（ステップＳ２１）。
【００９８】
　そして、コンテンツを収容するコンテンツサーバ装置５からの応答メッセージの返信を
待つ（ステップＳ２２）。
【００９９】
　所定の時間を経過しても、実施確認メッセージを送信したコンテンツを収容するコンテ
ンツサーバ装置５から応答メッセージを受信することが出来なかった場合には（ステップ
Ｓ２３／ＮＯ）、そのコンテンツサーバ装置の提供するサービスが、回線の混在等により
取得することができない状態にあるとして、「サービス状態管理テーブル」のサービス状
況を「停止中」に更新する（ステップＳ２５）。
【０１００】
　また、所定の時間内にコンテンツサーバ装置５からの応答メッセージの返信があった場
合（ステップＳ２３／ＹＥＳ）、受信した応答メッセージは、サービス停止中を表すメッ
セージであるか否かを判断する（ステップＳ２４）。
【０１０１】
　コンテンツサーバ装置から送られた応答メッセージが「サービス停止中」のメッセージ
であった場合には（ステップＳ２４／ＹＥＳ）、そのコンテンツをサービス停止中として
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「サービス状態管理テーブル」に登録する（ステップＳ２５）。また、受信した応答メッ
セージが、サービスの実施を表すメッセージであった場合には（ステップＳ２４／ＮＯ）
、次に実施確認応答メッセージを送信すべきサービスが存在するか否かを判断する（ステ
ップＳ２６）
【０１０２】
　上述の如き処理を登録された全てのサービスに対して所定時間毎に行う（ステップＳ２
６）。
【０１０３】
　すべてのサービスの実施状態の検出、及びサーバ稼働データベース８Ｂへの状態登録が
完了すると（ステップＳ２６／ＮＯ）、サービス実施状況監視部１１Ｂと連携して動作す
るサービスメニュー更新部９Ｂが、コンテンツサーバ装置５の稼働状態を管理する「サー
ビス状態管理テーブル」をモニタする（ステップＳ２７）。そして、停止中として新たに
登録されたサービスを検出した場合には（ステップＳ２７／ＹＥＳ）、そのサービスに「
サービス停止中」の表示をさせた新たなサービスメニューを作成する（ステップＳ２８）
。また、停止中に設定された新たなサービスを検出することが出来なかった場合には（ス
テップＳ２７／ＮＯ）、サービスメニューの更新は行わない。
【０１０４】
　なお、ゲートウェイサーバ装置３により提供されるサービスメニューを利用した携帯端
末１からコンテンツサーバ装置５へのアクセス要求は、上述した第１の実施形態による動
作と同一であるため、その説明を省略する。
【０１０５】
　上記の如き処理により、携帯端末１のネットワークへの接続前に、携帯端末１に対して
コンテンツサーバ装置５の提供するサービスの実施状況を記録したサービスメニューを送
信することが可能となり、携帯端末１による停止中のサービスへのアクセスを防止するこ
とができ、所望とするサービスを提供するコンテンツサーバ装置５へのアクセスにかかる
時間を短縮することができる。
【０１０６】
　次に、添付図面を参照しながら本発明に係る第３の実施形態について説明する。
【０１０７】
　本発明に係る第３の実施形態は、上述した実施形態において説明したゲートウェイサー
バ装置３で作成するサービスメニューを、携帯端末１にプッシュ配信することを特徴とし
ている。
【０１０８】
　この目的を達成するために、本実施形態は、図１２に示されるように上述したユーザア
クセス管理部６Ｃ及びサーバ稼働データベース８Ｃの他に、アクセスサービス管理部１２
Ｃと、メニュープッッシュ機能部１３Ｃとを有している。
【０１０９】
　アクセスサービス管理部１２Ｃは、図１３に示された、携帯端末１にサービスメニュー
をプッシュ配信する時間を管理する「プッシュ周期管理テーブル」を有し、携帯端末１に
サービスメニューをプッシュ配信する周期を計時する。そして、サービスメニュー配信タ
イミングとなった携帯端末１を検出すると、その携帯端末１を示す情報（電話番号、ＩＤ
番号等）をメニュープッシュ機能部１３Ｃに通知する。
【０１１０】
　メニュープッシュ機能部１３Ｃは、アクセスサービス管理部１２Ｃにより通知を受けた
携帯端末１に対して、サーバ稼働データベース８Ｃを参照してサービスメニューを作成し
、作成したサービスメニューをユーザアクセス管理部６Ｃを介して指定された携帯端末１
にプッシュ配信する。
【０１１１】
　携帯端末１の利用者は、ゲートウェイサーバ装置３Ｃより通知されるサービスメニュー
画面を参照して、稼働状態にあるコンテンツサーバ装置５のサービスにのみアクセスする
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ことが可能となり、携帯端末１による非稼働コンテンツサーバ装置５へのアクセスを防止
することが可能となる。
【０１１２】
　次に、図１４に示されたフローチャートを参照しながらゲートウェイサーバ装置による
一連の処理動作を説明する。
【０１１３】
　アクセスサービス管理部１２Ｃは、登録された各携帯端末１のサービスメニュー配信時
間を計時し、所定の配信タイミングとなった携帯端末１を検出した場合には（ステップＳ
３１／ＹＥＳ）、その携帯端末を識別する情報をメニュープッシュ機能部１３Ｃに通知す
る（ステップＳ３２）。
【０１１４】
　メニュープッシュ機能部１３Ｃは、サーバ稼働データベース８Ｃを参照して、稼働状態
にあるコンテンツサーバ装置５により提供されるサービスをまとめたサービスメニューを
作成する（ステップＳ３３）。
【０１１５】
　また、メニュープッシュ機能部１３Ｃは、作成したサービスメニューを、アクセスサー
ビス管理部１２Ｃにより指定された携帯端末１に、ユーザアクセス管理部６Ｃを介してプ
ッシュ配信する。
【０１１６】
　携帯端末１の利用者が、このゲートウェイサーバ装置３Ｃより配信されたサービスメニ
ューを参照して、アクセス要求をゲートウェイサーバ装置３Ｃに要求することにより、携
帯端末１による非稼働コンテンツサーバ装置５へのアクセスを防止することができる。
【０１１７】
　なお、上述した第３の実施形態では、第１の実施形態と同様にコンテンツサーバ障害監
視部７Ｃを設けて、コンテンツサーバ装置単位でコンテンツサーバ装置の活性、非活性状
態を管理しているが、図１５に示されるようにコンテンツサーバ障害監視部７Ｃに代えて
サービス実施状況監視部１１Ｄを設けて、コンテンツサーバ装置の提供するサービス単位
でサービスの実施状況を管理し、サーバ稼働データベース８Ｄに設けた、図１０に示され
た「サービス状態管理テーブル」によりサービス単位でサービスの実施状況を保持するも
のであってもよい。
【０１１８】
　次に、添付図面を参照しながら本発明に係る第４の実施形態について説明する。
【０１１９】
　本発明に係る第４の実施形態は、利用者の所望とするサービスの実施状況をプッシュ配
信する個別メニュー付加サービスを、予め、登録された利用者に対してのみ提供すること
を特徴としている。なお、本実施形態は、上述した第１の実施形態と同一の構成部分も有
しており、その他の個別メニュー付加サービスの登録をしていない利用者については、第
１の実施形態での説明の如く利用者からのアクセス要求があって初めて通常のサービスメ
ニューを配信する。
【０１２０】
　本発明に係る第４の実施形態は、ユーザアクセス管理部６Ｅ、コンテンツサーバ障害監
視部７Ｅ、サーバ稼働データベース８Ｅ、サービスメニュー更新部９Ｅといった第１の実
施形態と同一の構成に加えて、図１６に示されるようにアクセスサービス管理部１２Ｅ、
メニュープッシュ機能部１４Ｅ、ユーザ管理データベース１４Ｅとを有している。なお、
第１の実施形態と同一の装置についての説明は省略する。
【０１２１】
　アクセスサービス管理部１２Ｅは、図１７に示された「個別メニュー付加サービス管理
テーブル」を有し、個別メニュー付加サービスに登録されたユーザに個別メニューをプッ
シュ配信するタイミングを計時し、サービスメニュー配信タイミングとなった携帯端末１
を示す情報を、メニュープッシュ機能部１３Ｅに通知する。
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【０１２２】
　また、アクセスサービス管理部１２Ｅの保有する「個別メニュー付加サービス管理テー
ブル」は、個別メニュー付加サービスに登録されたユーザを識別し、そのユーザの携帯す
る携帯端末１に、個別メニューをプッシュ配信するタイミングを管理する管理テーブルで
あり、図１７に示されるように携帯端末１を識別するための端末ＩＤと、個別メニューを
プッシュ配信するタイミングを記したプッシュ周期と、その携帯端末１が、個別メニュー
付加サービスに登録されているか否かを識別する個別メニュー付加サービスとが対応付け
られて管理されている。
【０１２３】
　ユーザ管理データベース１４Ｅには、図１８に示された「端末登録サービス管理テーブ
ル」が設けられ、予め、個別メニュー付加サービスの登録をしたユーザが、サービスメニ
ューのプッシュ配信を希望するサービスを管理している。
【０１２４】
　図１８に示されるように、「端末登録サービス管理テーブル」は、個別メニュー付加サ
ービスの登録をしたユーザを識別する端末ＩＤ（本実施形態では、携帯端末のＩＤ番号）
と、そのユーザにより選択されたサービスを識別するサービス特定識別子とが対応付けら
れて管理されている。
【０１２５】
　メニュープッシュ機能部１３Ｅは、ユーザ管理データベース１４Ｅを参照して、アクセ
スサービス管理部１２Ｅにより通知された携帯端末１の利用者が、実施状況を知りたいサ
ービスを検出する。また、サーバ稼働データベース８Ｅを参照して、ユーザ管理データベ
ース１４Ｅより検出したサービスの実施状況を検出する。そして、検出した各サービスの
実施状況をまとめたサービスメニューを作成し、作成したサービスメニューをユーザアク
セス管理部６Ｅを介して指定された携帯端末１にプッシュ配信する。
【０１２６】
　次に上記構成からなる本実施形態により実現される、サービスメニューをプッシュ配信
するサービスの処理動作を図１９に示されたフローチャートを参照しながら説明する。
【０１２７】
　アクセスサービス管理部１２Ｅは、個別メニューの配信時間を計時し、管理テーブルに
登録されたメニュー配信タイミングとなった携帯端末１を検出した際には（ステップＳ４
１／ＹＥＳ）、その検出した携帯端末１を示す情報（本実施形態では、電話番号）をメニ
ュープッシュ機能部１３Ｅに通知する（ステップＳ４２）。
【０１２８】
　アクセスサービス管理部１２Ｅからの通知を受けたメニュープッシュ機能部１３Ｅは、
ユーザ管理データベース１４Ｅを参照して、指定された携帯端末１の利用者が登録してい
るサービスを検出する（ステップＳ４３）。
【０１２９】
　また、メニュープッシュ機能部１３Ｅは、サーバ稼働データベース８Ｅを検索して、ユ
ーザ管理データベース１４Ｅから得たサービスの実施状況を検出する（ステップＳ４４）
。そして、検出したサービスの実施状況をまとめたサービスメニューを作成する（ステッ
プＳ４５）。
【０１３０】
　作成したサービスメニューは、ユーザアクセス管理部６Ｅを介して指定された携帯端末
１にプッシュ配信される（ステップＳ４６）。
【０１３１】
　携帯端末１の利用者は、ネットワークから情報を取り出す際には、予めプッシュ配信さ
れた、所望とするサービスの実施状況をまとめたサービスメニューを参照して、ネットワ
ークにアクセスすることにより、停止中の状態にあるサービスへのアクセスを防止するこ
とができ、無駄な通信料を削減することができる。
【０１３２】
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　なお、本実施形態は、個別メニュー付加サービスに登録していないユーザからのアクセ
ス要求を受けた際には、上述した第１の実施形態と同一の動作を行う。この動作について
の説明は省略する。
【０１３３】
　なお、上述した第４の実施形態では、第１の実施形態と同様にコンテンツサーバ障害監
視部７Ｅを設けて、コンテンツサーバ装置単位でコンテンツサーバ装置の活性、非活性状
態を管理しているが、図２０に示されるようにコンテンツサーバ障害監視部７Ｅに代えて
サービス実施状況監視部１１Ｆを設けて、コンテンツサーバ装置の提供するサービス単位
でサービスの実施状況を管理し、サーバ稼働データベース８Ｆに設けた、図１０に示され
た「サービス状態管理テーブル」によりサービス単位でサービスの実施状況を保持するも
のであってもよい。
【０１３４】
　次に、添付図面を参照しながら本発明に係る第５の実施形態について詳細に説明する。
なお、本実施形態の構成は、図２１に示されるように、上述した第２の実施形態の構成に
おいて、ユーザアクセス管理部６Ｇからサービスメニュー更新部９Ｇに接続が取られた構
成を取っている。
【０１３５】
　上述した各実施形態は、携帯端末からのアクセス要求があると、ゲートウェイサーバ装
置３において、ネットワークへの接続前に、コンテンツサーバ装置が稼働状態にあるのか
、非稼働状態にあるのか、またはコンテンツサーバ装置の提供するサービス毎に、そのサ
ービスが提供できる状態にあるのか、サービス停止中の状態にあるのかをまとめたサービ
スメニューを事前に転送することで、ネットワークへの不要なアクセスの発生を防止して
いた。
【０１３６】
　これに対して本実施形態は、携帯端末１の利用者が、ゲートウェイサーバ装置３からの
サービスメニューの提供を受けずに、直接目的のサービスを指定してアクセスする場合に
特徴を有している。
【０１３７】
　上述した従来例１の特開平８－２４９２４９号公報、及び従来例２の特開平９－２１４
５４５号公報に記載された発明に開示された技術においては、コンテンツサーバ単位で稼
働、非稼働状態を管理していたため、例えば、あるコンテンツサーバ装置の提供するサー
ビスへのアクセス要求があった場合に、そのコンテンツサーバ装置の提供する他のサービ
スについても提供不可能な状態にあると判断してしまい、そのコンテンツサーバ装置の提
供するその他のサービスについてのアクセスを制限してしまうこととなる。
【０１３８】
　また、コンテンツサーバ装置単位で稼働、非稼働状態を管理しているので、例えば、ア
クセス要求のあったサービスが提供できない状態にあることを通知することは可能である
が、その他のコンテンツサーバ装置の提供するサービスの状況について利用者は知ること
ができず、次にアクセス要求を出したサービスもサービスを提供できない状態にあるとい
う不具合が発生する。
【０１３９】
　これに対して本実施形態は、上述したサービス実施状況監視部１１Ｇ、サーバ稼働デー
タベース８Ｇに設けたサービス状態管理テーブルにより、コンテンツサーバ装置５の提供
する各サービス単位で、そのサービスが提供できる状態にあるのか、停止中の状態にある
のかを管理している。そして、携帯端末１が、ゲートウェイサーバ装置３からのサービス
メニューの提供を受けずに、直接目的のサービスを指定してアクセスしてきた場合に、ユ
ーザアクセス管理部６は、サーバ稼働データベース８Ｇを検索し、指定を受けたサービス
が実施できる状態にあるのか、サービス停止中の状態にあるのかを検出する。検出したサ
ービスの実施状態が停止中であった場合には、サービスメニュー更新部１０Ｇに通知し、
指定されたサービスと同一のジャンルに属するサービスメニューを作成し、作成したサー
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ビスメニューをアクセス要求のあった携帯端末に送信する。
【０１４０】
　従って、携帯端末よりアクセス要求のあったサービスが現在提供できない状態であった
場合に、そのサービスと同一のジャンルに属する、その時点で提供可能なサービスメニュ
ーを携帯端末の利用者に通知することが可能となる。よって、携帯端末の利用者は、アク
セス要求を出したサービスが続けてサービスできない状態にあるという不具合を防止する
ことができる。
【０１４１】
　次に、図２２に示されたフローチャートを参照しながら本実施形態の動作を説明する。
【０１４２】
　ゲートウェイサーバ装置３Ｇのユーザアクセス管理部６Ｇは、携帯端末１より直接目的
のサービスを指定したアクセスを受信すると（ステップＳ５１／ＹＥＳ）、指定されたサ
ービスの実施状況を、サーバ稼働データベース８Ｇに保持されたサービス状態管理テーブ
ルを検索して得る（ステップＳ５２）。なお、この処理は、図９に示されたサービス状態
管理テーブルを、携帯端末１により指定されたサービス特定識別子（本実施形態では、Ｕ
ＲＬ）を検索キーとして検索する。
【０１４３】
　ユーザアクセス管理部６Ｇは、サーバ稼働データベース８Ｇから検出したサービスの実
施状況が、サービス実施中であった場合には（ステップＳ５３／５６）、携帯端末により
指定されたサービスを提供するコンテンツサーバ装置との接続を行い、携帯端末１とコン
テンツサーバ装置５との通信を確立する（ステップＳ５６）。
【０１４４】
　また、サーバ稼働データベース８Ｇから検出したサービスの実施状況が、サービス停止
中であった場合には（ステップＳ５３／ＮＯ）、ユーザアクセス管理部６Ｇは、サービス
メニュー更新部９Ｇに、指定を受けたサービスとジャンルが同一で、現在稼働中のサービ
スをまとめたジャンル別メニューの転送を要求する（ステップＳ５４）。
【０１４５】
　そして、サービスメニュー更新部９Ｇより、要求したジャンル別メニューを取得すると
、アクセス要求のあった携帯端末１に、アクセス要求のあったサービスは現在サービス停
止中である旨と、サービスメニュー更新部９Ｇより得た前記ジャンル別メニューとを送信
する（ステップＳ５５）。
【０１４６】
　携帯端末１の利用者は、ゲートウェイサーバ装置３Ｇからの通知により、まず、アクセ
ス要求を出したサービスが現在停止中であることを認識することができる。また、その停
止中のサービスと同一のジャンルに属する、現在実施中のサービスをまとめたサービスメ
ニューを得ることができるので、アクセス要求を出したサービスが続けてサービス停止中
であるという不具合を生じることがない。
【０１４７】
　なお、上述した各実施形態においては、すべてゲートウェイサーバ装置側でサービスの
実施状態を検出し、検出した実施状態に基づいてサービスメニューを作成している。しか
しながら、ゲートウェイサーバ装置３がコンテンツサーバ装置の提供するサービス単位で
サービスの実施状況を管理する実施形態においては、図２３、２４、２５、２６に示され
るようにコンテンツサーバ装置５ ' 側に、コンテンツサーバ装置５ ' の保持するコンテン
ツ毎の実施状況を監視し、サービスが提供できないコンテンツを検出した際には、ゲート
ウェイサーバ装置３に障害が発生した旨を通知するコンテンツ障害通知部１８を設け、ゲ
ートウェイサーバ装置３側に、コンテンツサーバ装置５ ' からの障害通知を受信するコン
テンツ障害受信部１７を設けて、コンテンツサーバ装置側でサービスを実施していないコ
ンテンツを検出してゲートウェイサーバ装置に通知するものであってもよい。このような
実施形態においても上述した各実施形態において説明した効果を得ることができる。
【０１４８】
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　なお、上述した実施形態は本発明の好適な実施の形態である。但し、これに限定される
ものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施が可能である。例え
ば、上述した実施形態においては、非稼働稼働状態にあるコンテンツサーバ装置を検出し
た場合に、そのコンテンツサーバ装置によって提供されるサービスについては、サービス
メニューにサービス停止中の旨を表示させていたが、提供不可能な状態にあるサービスに
ついては、サービスメニューに記載しないようにしてもよい。
【０１４９】
【発明の効果】
　以上の説明より明らかなように本発明は、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ
装置の稼働状態を定期的に検出し、検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態に関する情
報を第１の記憶手段に記憶させ、第１の記憶手段を検索して、コンテンツサーバ装置の稼
働状態を検索して、稼働状態にないコンテンツサーバ装置を検出した際には、稼働状態に
あるコンテンツサーバ装置により提供されるサービスを認識可能なサービスメニューを作
成して、携帯端末によりコンテンツサーバ装置の提供するサービスの取得要求があった際
には、作成したサービスメニューを携帯端末に送信することにより、携帯端末のネットワ
ークへの接続前に、事前に稼働状態にあるコンテンツサーバ装置によって提供されるサー
ビスを認識可能なサービスメニューを携帯端末の利用者に対して提示することが可能とな
り、非稼働のコンテンツサーバ装置に対する不必要なアクセスを制限させることができる
。
【０１５０】
　また、中継装置に登録されているサービスを提供可能なコンテンツサーバ装置のサービ
スをすべてサービスメニューとして携帯端末に提供するため、携帯端末による非稼働のコ
ンテンツサーバ装置へのアクセスを防止することができる。従って、従来の技術において
生じていたアクセス要求を出したコンテンツサーバ装置の稼働状況は認識することができ
るが、他のコンテンツサーバ装置の稼働状況を認識することができないといった不具合を
防止することができる。
【０１５１】
　また、非稼働コンテンツサーバ装置へのアクセスを制限することができるので、中継装
置とコンテンツサーバ装置との間での不必要な情報の交換を削減させることができる。
【０１５２】
　コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスが、提供可能な状態
にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出して、検出した各サービス
の実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶しておくことにより、コンテンツサーバ
装置の提供するサービス単位で、サービスの実施状況を管理することができる。従って、
コンテンツサーバ装置の提供する複数のサービスのうちにデータの書き換え等により停止
しているサービスがあったとしても、このサービスが停止中であることを検出して、携帯
端末の利用者にサービスメニューとして通知することができる。
【０１５３】
　また、コンテンツサーバ装置の稼働状態、またはコンテンツサーバ装置の保持するデー
タにより実現されるサービスが、提供可能な状態にあるのか、取得可能な状態にあるのか
を示す実施状況を検出して、検出したコンテンツサーバ装置の稼働状態、またはサービス
の実施状況によりサービスメニューを作成して、作成したサービスメニューを所定の時間
毎に携帯端末にプッシュ配信することで、携帯端末のネットワークへの接続前に、事前に
稼働状態にあるコンテンツサーバ装置によって提供されるサービスを認識可能なサービス
メニューを携帯端末の利用者に対して提示することが可能となり、非稼働のコンテンツサ
ーバ装置への不必要なアクセス、または停止しているサービスへの不要なアクセスを制限
させることができる。
【０１５４】
　さらに、中継装置に登録されているサービスを提供可能なコンテンツサーバ装置のサー
ビスをすべてサービスメニューとして携帯端末に提供するため、携帯端末による非稼働の
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コンテンツサーバ装置へのアクセスを防止することができる。従って、従来の技術におい
て生じていたアクセス要求を出したコンテンツサーバ装置の稼働状況は認識することがで
きるが、他のコンテンツサーバ装置の稼働状況を認識することができないといった不具合
を防止することができる。
【０１５５】
　さらに、非稼働コンテンツサーバ装置へのアクセスを制限することができるので、中継
装置とコンテンツサーバ装置との間での不必要な情報の交換を削減させることができる。
【０１５６】
　また、サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末
にサービスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを設けて、管理
テーブルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを計時し、サー
ビスメニューの配信タイミングであると判断された携帯端末に、作成したサービスメニュ
ーをプッシュ配信することで、プッシュ配信を希望する携帯端末の利用者にだけ、利用可
能なサービスをまとめたサービスメニューを配信することが可能となる。
【０１５７】
　サービスメニューをプッシュ配信する携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサー
ビスメニューを配信する周期とを対応付けて記録した管理テーブルを設けて、管理テーブ
ルに登録された携帯端末にサービスメニューを配信するタイミングを計時し、サービスメ
ニューの配信タイミングにある携帯端末の通知を受けると、管理テーブルに登録された携
帯端末毎に、その携帯端末を識別する情報と、その携帯端末にサービスメニューとして実
施状況を通知するサービスを特定する特定情報とを対応付けて記録した第２の記憶手段を
参照して、携帯端末にサービスメニューとして実施状況を通知するサービスを特定する特
定情報を取得し、取得した特定情報により第１の記憶手段を参照して、その特定情報の示
すサービスの実施状況を取得してサービスメニューを作成し、作成したサービスメニュー
を通知を受けた携帯端末にプッシュ配信することにより、プッシュ配信を希望する携帯端
末の利用者だけに、その利用者の希望するサービスだけの実施状況をまとめたサービスメ
ニューを配信することが可能となる。
【０１５８】
　また、コンテンツサーバ装置の保持するデータにより実現されるサービスの、提供可能
な状態にあるのか、取得可能な状態にあるのかを示す実施状況を検出し、検出した各サー
ビスの実施状況に関する情報を第１の記憶手段に記憶してこの第１の記憶手段を検索して
取得可能な状態、または提供可能な状態にないサービスを検出した際に、取得可能な状態
、かつ提供可能な状態にあるサービスを認識可能なサービスメニューを作成し、携帯端末
よりコンテンツサーバ装置の提供するサービスを指定したアクセス要求を受けると、指定
されたサービスの実施状況を第１の記憶手段を参照して検出し、指定されたサービスがサ
ービスを提供できない、または取得できない状態にある場合には、指定されたサービスと
同一のジャンルに属する他のサービスの実施状況をまとめたサービスメニューを作成して
アクセス要求のあった携帯端末に送信することにより、携帯端末の利用者は、中継装置か
らの通知により、まず、アクセス要求を出したサービスが現在停止中であることを認識す
ることができる。また、その停止中のサービスと同一のジャンルに属する、現在実施中の
サービスをまとめたサービスメニューを得ることができるので、アクセス要求を出したサ
ービスが続けてサービス停止中であるという不具合を生じることがない。
【０１５９】
　また、中継装置側でコンテンツサーバ装置の故障を検出するのではなく、コンテンツサ
ーバ装置の保持するサービスがデータ等の書き換え等によりサービスを提供できない状態
にある場合に、コンテンツサーバ装置側で中継装置にサービスを特定する情報と、そのサ
ービスが提供できない状態にあることを通知するものであっても、上述した効果を得るこ
とができると共に、中継装置にかかる負担を軽減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る実施形態の構成を表すブロック図である。
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【図２】　本発明に係る第１の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図３】　サーバ稼働データベースに保持されたサービス－コンテンツサーバ対応管理テ
ブルの構成を表す図である。
【図４】　サーバ稼働データベースに保持されたコンテンツサーバ状態管理テーブルの構
成を表す図である。
【図５】　携帯端末に表示されるサービスメニュー画面の構成を表す図である。
【図６】　図２に示された第１の実施形態による処理動作を表すフローチャートである。
【図７】　図２に示された第１の実施形態による処理動作を表すフローチャートである。
【図８】　本発明に係る第２の実施形態の構成を表すブロック図である。
【図９】　コンテンツサーバ装置に保持された構造化文書の構造を表す図である。
【図１０】　サーバ稼働データベースに保持されるサービス状態管理テーブルの構成を表
す図である。
【図１１】　図８に示された第２の実施形態による処理動作を表すフローチャートである
。
【図１２】　本発明に係る第３の実施形態の構成を表すブロック図である。
【図１３】　アクセスサービス管理部にて保持されるプッシ周期管理テーブルの構成を表
す図である。
【図１４】　図１１に示された第３の実施形態による処理動作を表すフローチャートであ
る。
【図１５】　第３の実施形態の変形例の構成を表すブロック図である。
【図１６】　本発明に係る第４の実施形態の構成を表すブロック図である。
【図１７】　アクセスサービス管理部にて保持される個別メニュー付加サービス管理テー
ブルの構成を表す図である。
【図１８】　ユーザ管理データベースに保持された端末登録サービス管理テーブルの構成
を表す図である。
【図１９】　図１５に示された第４の実施形態による処理動作を表すフローチャートであ
る。
【図２０】　第４の実施形態の変形実施例の構成を表すブロック図である。
【図２１】　本発明に係る第５の実施形態の構成を表すブロック図である。
【図２２】　図２０に示された第５の実施形態による処理動作を表すフローチャートであ
る。
【図２３】　本発明に係る第２の実施形態の変形例の構成を表すブロック図である。
【図２４】　本発明に係る第３の実施形態の変形例の構成を表すブロック図である。
【図２５】　本発明に係る第４の実施形態の変形例の構成を表すブロック図である。
【図２６】　本発明に係る第５の実施形態の変形例の構成を表すブロック図である。
【図２７】　従来の携帯端末アクセスシステムの構成を表す図である。
【図２８】　従来の携帯端末アクセスシステムの構成を表すブロック図である。
【符号の説明】
　１　携帯端末
　２　移動体無線通信網
　３　ゲートウェイサーバ装置
　４　インターネット網
　５　コンテンツサーバ装置
　６　ユーザアクセス管理部
　７　コンテンツサーバ障害監視部
　８　サーバ稼働データベース
　９　サービスメニュー更新部
　１１　サービス実施状況監視部
　１２　アクセスサービス管理部
　１３　メニュープッシュ機能部
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　１４　ユーザ管理データベース
　１５　コンテンツ障害受信部
　１６　コンテンツ障害通知部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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